
温泉情報開示に関する指針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１７年２月１７日）
１　この指針は、兵庫県温泉ツーリズム推進協議会（以下、協議会という。）が、会員団体に加盟する旅館等宿泊施設において利用する温泉について、利用者に温泉情報を提供するための情報開示のあり方及び各宿泊施設が構ずるべき措置について定めることを目的とする。
２　宿泊施設は、自己施設における温泉の利用状況及び温泉を利用していない浴槽に関する情報について開示を行うものとする。
３　宿泊施設は、上記２について、次の各号に規定するところにより利用者に開示するものとする。

（１）温泉を使用する浴槽

　　　宿泊施設内で温泉を使用する浴槽の名称及び温泉を使用する客室のある場合はその客室名、温泉を利用しない浴槽の名称及びその使用水（地下水、河川水、水道水、井戸水、伏流水などの別）
（２）加水の状況

ア．加水の有無

　　　　温泉に人為的に地下水、河川水、水道水、井戸水、伏流水等を加えることを加水とし、この有無。
イ．加水の理由
　　加水の場合、冷却、希釈、増量など加水を行う理由。

ウ．加水の種類（地下水、河川水、水道水、井戸水、伏流水などの別）

（３）加温の状況
　　ア．加温の有無

　　　　人為的に熱を加えあたためることを加温とし、この有無。

イ．加温の場合、源泉が低温、加水のため、給湯方式が循環式であるなど加温を行う理由。

（４）入浴剤の利用状況
　　ア．入浴剤の添加の有無

　　　　着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質を「入浴剤」とし、この添加の有無　

　　イ．入浴剤を添加して利用する場合は、添加した物質の名称及びその理由。

（５）消毒処理の実施状況
　　ア．消毒処理の実施の有無

　　イ．消毒処理を実施する場合は、塩素系薬剤等の消毒剤の添加やオゾン殺菌、紫外線殺菌などの消毒方法及びその理由、また、消毒を行わない場合は、その理由。
（６）循環等の実施の有無及びその理由

　　ア．かけ流し、循環式、かけ流し循環式併用の別
再利用した温泉を注ぎ込むことがなく常に浴槽から浴槽水があふれ出している方式で、且つ、施設内の温泉利用に循環装置或いは循環ろ過装置を使用していないものを「かけ流し」、浴槽水を回収し、殺菌、ろ過、加温して、再利用する方式を「循環式」、かけ流しと循環式が併用され、常に浴槽から浴槽水が溢れている方式を「かけ流し循環式併用」とし、その別。

イ．循環式、かけ流し循環式併用の場合、その理由
ウ．ろ過の実施の有無
（７）適応症

浴用における適応症を記載する場合は、記載は環境庁自然保護局長通知（昭和　５７年５月２５日付環自施第２２７号）の温泉の適応症決定基準に基づくこととする。

（８）温泉の特徴や魅力

各温泉地や施設の歴史や成り立ち、自慢等特に利用者にＰＲしたいこと。
４　宿泊施設は、上記３について、各浴場（客室）の脱衣場等に掲示するものとする。掲示イメージは別添のとおり。

５　掲示の終了した宿泊施設に対し、協議会は「温泉情報開示施設の証」のプレートを交付することとし、当該宿泊施設は、これを施設内の見やすい場所に掲示する。
６　「温泉情報開示施設の証」のプレートの交付に必要な手続き等は、別途定めるものとする。









